
船舶事故等調査報告書 

平成２４年１１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２那第３１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年７月１１日 ０６時０７分ごろ 

発生場所 沖縄県南城
なんじょう

市久
く

高
だか

島東方沖 

 久高島灯台から真方位０８４°１６.６海里付近 

 （概位 北緯２６°１１.１′ 東経１２８°１１.４′） 

事故等調査の経過  平成２４年７月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー ZALIV
ザ リ ヴ

 AMERIKA
ア メ リ カ

（キプロス共和国籍）、６０,１７８

トン 

   ９３５４３０１（ＩＭＯ番号）、BOUSSOL SHIPPING Ltd 

Ｂ 漁船 天
てん

照
しょう

、７.９トン 

   ＯＮ２－１０１９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 一等航海士Ａ（ロシア連邦国籍）、船長免状（ロシア連邦発給） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部外板割損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び一等航海士Ａほか２１人が乗り組み、久高島東

方沖を約１４ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北東進

中、Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、約８kn の速力で同沖を自動操

舵により西進中、平成２４年７月１１日０６時０７分ごろＡ船の右舷

船尾とＢ船の右舷船首とが衝突した。 

 一等航海士Ａは、レーダー及び肉眼でＢ船の存在を確認し、相互の

距離が至近になってもＢ船が避航する様子がないので針路を変更しよ

うとしたものの、Ａ船の右舷船首方に他船を認めたため、針路を変更

することができなかった。 

一等航海士Ａは、船橋からウィングに出てＢ船がＡ船の右舷船尾に

接近するのを確認したが、Ｂ船が船尾の死角に入って見えなくなり、

次に左舷船尾から現れて航行を続けているのを確認したため、衝突を

回避できたと思っていた。 

 船長Ｂは、Ａ船を肉眼で確認していたが、避航動作をとらなくても

何とか避航できると判断し、その前から水温計が異常を示していたた

め、計器類を見ることに意識を集中して航行を続け、衝突直前にＡ船

が目の前にいることに気付き、避航しようとしたが間に合わなかっ



た。 

 Ａ船は、停止せずに航行を続け、Ｂ船は、自力で航行して沖縄県沖

縄市泡
あわ

瀬
せ

漁港へ帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ 

 その他の事項  船長Ｂは、泡瀬漁港に帰港したのち、沖縄市漁業協同組合に事故の

発生を知らせ、同組合が海上保安庁に通報した。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、 Ｂ あり 

Ａ なし、 Ｂ なし 

Ａ なし、 Ｂ なし 

 Ａ船は北東進中、Ｂ船は西進中、久高島東方沖において、両船が衝

突したものと考えられる。 

 一等航海士Ａは、針路及び速力を保持して航行していたことから、

Ｂ船と接近し、Ｂ船が避航する様子がないので避航動作をとろうとし

たが、右舷船首方に他船が存在していたため、避航動作をとることが

できず、両船が衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、計器類に意識を集中し、見張りを適切に行っていなかっ

たことから、Ｂ船がＡ船に接近していることに衝突直前に気付き、両

船が衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、久高島東方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が西進

中、一等航海士Ａが針路及び速力を保持して航行し、また、船長Ｂが

見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

 




